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多
く
の
地
方
都
市
は
、
地
域
経
済
を
活

性
化
さ
せ
る
手
段
と
し
て
、
観
光
を
中
心

と
し
た
域
外
か
ら
の
需
要
に
期
待
を
寄

せ
て
い
ま
す
。

　

日
本
政
府
観
光
局
は
、
２
０
１
８
年
に

お
け
る
日
本
人
の
国
内
旅
行
者
数
は
３

億
１
１
２
０
万
人
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
（
訪

日
外
国
人
）
客
数
は
過
去
最
高
の
３
１
０

０
万
人
を
超
え
た
と
発
表
し
ま
し
た
。
日

本
国
内
で
旅
行
す
る
人
の
約
１
割
が
訪

日
外
国
人
と
な
り
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
勢

い
が
観
光
産
業
を
活
気
付
か
せ
る
原
動

力
と
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

域
外
か
ら
の
需
要
を
取
り
込
む
為
に

は
、
様
々
な
環
境
整
備
や
、
変
化
す
る
旅

行
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
が
必
要
に
な
り
ま

す
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
普
及
に
よ
り
、

旅
行
・
観
光
に
関
す
る
情
報
が
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
に
溢
れ
、
簡
単
に
取

得
で
き
る
状
況
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
た

め
、
フ
リ
ー
Ｗ
ｉ
ー
Ｆ
ｉ
環
境
の
充
実
、

各
国
語
に
よ
る
情
報
発
信
の
推
進
、
移
動

手
段
の
利
便
性
・
安
全
性
の
確
保
、
災
害

時
の
対
応
等
の
整
備
が
必
要
と
さ
れ
ま

す
。

　

山
梨
県
で
は
、
全
国
に
先
駆
け
て
１
０

年
前
か
ら
行
政
と
経
済
界
の
協
力
の
も

と
、
環
境
整
備
を
整
え
、
県
内
１
０
０

０
ヶ
所
に
フ
リ
ー
Ｗ
ｉ
ー
Ｆ
ｉ
環
境
を
実

現
し
ま
し
た
。
ま
た
、
旅
行
ニ
ー
ズ
の
対

応
に
お
い
て
も
外
国
人
の
来
県
を
特
定

の
時
期
に
集
中
さ
せ
る
こ
と
無
く
、
年
間

を
通
じ
て
平
準
化
さ
せ
て
安
定
的
な
観

光
収
入
を
確
保
で
き
る
よ
う
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
国
ご
と
の

休
み
の
時
期
（
訪
問
し
や
す
い
時
期
）
を

調
査
し
た
上
で
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
国
を
設
定

し
、
集
中
的
に
営
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
結
果
、
訪
日
外
国
人
訪
問
率
、「
外

国
人
が
興
味
を
持
っ
て
い
る
都
道
府
県

ラ
ン
キ
ン
グ
」
で
全
国
ト
ッ
プ
テ
ン
以
内

と
い
う
成
果
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
一
方
で
、
山
梨
県
観
光
に
も
課
題

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
首
都
圏
に
近
く

日
帰
り
旅
行
が
全
体
の
７
割
を
占
め
、
観

光
客
が
限
定
し
た
エ
リ
ア
（
富
士
東
地

域
）
に
偏
在
す
る
傾
向
に
あ
り
、
世
界
遺

産
観
光
に
依
存
し
て
い
る
事
で
す
。
県
内

全
て
の
エ
リ
ア
に
観
光
客
が
訪
れ
る
観

光
造
り
・
施
策
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

近
年
、
旅
行
ス
タ
イ
ル
・
価
値
観
も
変

わ
り
、
団
体
旅
行
か
ら
個
人
旅
行
へ
、
観

る
観
光
か
ら
体
験
・
経
験
す
る
観
光
へ
、

消
費
も
モ
ノ
消
費
か
ら
コ
ト
消
費
へ
の

転
換
が
急
速
に
進
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
来
訪
者
ニ
ー
ズ
へ
の
的
確
な
対
応

が
必
要
と
な
り
ま
す
。
そ
の
対
応
策
・
解

決
策
の
一
つ
が
「
観
光
地
か
ら
感
動
地
の

創
造
」
で
す
。
こ
れ
は
、
２
０
１
８
年
全

国
観
光
振
興
大
会
に
お
い
て
採
択
さ
れ

た
ア
ピ
ー
ル
で
あ
り
、「
観
光
」
に
「
感

動
」
は
不
可
欠
で
す
。

　

地
域
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
歴
史
や
生
活
文

化
、
自
然
環
境
に
根
ざ
し
た
有
形
・
無
形

の
地
域
特
性
が
あ
り
ま
す
。
訪
れ
る
人
々

は
そ
こ
に
非
日
常
を
感
じ
、
体
験
し
、
学

び
、
楽
し
み
、
心
に
残
し
ま
す
。

　

山
梨
県
の
各
エ
リ
ア
に
は
、
世
界
遺
産

に
負
け
な
い
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
・
風
物
・

産
業
が
あ
り
ま
す
。
人
口
の
減
少
に
よ

り
、
そ
の
地
域
で
長
年
に
わ
た
っ
て
伝
え

て
き
た
生
活
や
行
事
が
消
え
て
い
ま
す
。

今
こ
そ
地
域
が
連
携
し
地
域
資
源
を
磨

き
、
観
光
資
源
に
育
て
、
訪
れ
る
人
々
に

単
な
る
「
観
光
地
」
で
は
な
く
、
心
を
揺

さ
ぶ
る
感
動
を
残
す
事
の
で
き
る
「
感
動

地
」
づ
く
り
を
進
め
て
い
き
た
い
も
の
で

す
。

　

感
動
地
は
必
ず
リ
ピ
ー
タ
ー
地
と
な

り
ま
す
。
今
年
は
、甲
府
開
府
５
０
０
年
・

ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
開
催
、
来
年

は
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ

ク
、
そ
の
後
、
信
玄
生
誕
５
０
０
年
、
大

阪
万
博
と
観
光
振
興
に
好
材
料
が
続
き

ま
す
。
こ
の
機
会
を
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
と

捉
え
、
地
域
活
性
化
に
観
光
を
活
か
し
て

い
き
ま
し
ょ
う
。

（
山
梨
交
通
株
式
会
社　

取
締
役
）

巻
頭
役
員
寄
稿

地
方
都
市
の
観
光
創
造

「
観
光
地
か
ら
感
動
地
」へ

公
益
社
団
法
人 

甲
府
法
人
会

副
会
長
　
高
　
野
　
三
　
雄
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事業実施状況
【１月】 4 日（金）「小学生の税に関する習字展」

入賞作品展示
（展示場所 :甲府市役所
　10日まで）

15 日（火） 決算法人説明会

17 日（木） 新設法人説明会

21 日（月） 新春講演会・新年賀詞交歓会

22 日（火） 源泉部会講習会
第 6 回韮崎会場

23 日（水） 源泉部会講習会
第 6 回甲府会場

28 日（月） 青年部会役員会・研修会
水晶宝飾業界関係者との会員
増強打ち合わせ会

【２月】 4 日（月） 第 3ブロック役員会・研修会

6 日（水） 税金教室
（南アルプス市立小笠原小学校）

8 日（金） 決算法人説明会

12 日（火） 広報委員会

13 日（水） 税の無料相談会

14 日（木） 決算法人説明会

15 日（金） 正副会長会
決算法人説明会

21 日（木） 税制委員会

22 日（金） 女性部会連絡協議会

26 日（火） 組織・厚生合同委員会

【３月】 4 日（月） 新設法人説明会

5日（火） 研修委員会

7日（木） 決算法人説明会
県内青年部会合同研修会

8 日（金） 総務委員会

13 日（水） 法人税確定申告書作成セミナー

14 日（木） 源泉部会役員会

18 日（月） 第 21回理事会

【４月】 9 日（火） 女性部会理事会
青年部会役員会

12 日（金） 正副会長会

17 日（水） 監査会
決算法人説明会

甲府法人会
たより
平成 31年 4月

第142号

1 ●巻頭役員寄稿
　地方都市の観光創造
　「観光地から感動地」へ
　副会長  高野三雄

2 ●事業実施状況

3 ●新春講演会・
　　新年賀詞交歓会
●県内青年部会
　　　　合同研修会

4 ●税金教室
●源泉部会講習会
●チャリティー募金
●女性部会連絡協議会

5 ●法律相談
　 離婚に伴う財産分与を
めぐる問題

　古屋俊仁  弁護士

7 ●税務相談
　 消費税「軽減税率制度」
　について
　田中健介  税理士

9 ●県税関係等のお知らせ

11●国税関係等のお知らせ

14 ●新入会員紹介・
　　　研修会予定等

新春講演会

賀詞交歓会

源泉部会講習会

税金教室

県内青年部会合同研修会
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団
体
な
ど
多
数
の
来
賓
の
ご
臨
席
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

総
勢
３
０
０
名
を
超
え
る
出
席
者
の

皆
様
は
、
情
報
交
換
や
交
流
を
深
め
な

が
ら
、
法
人
会
や
会
員
企
業
の
発
展
を

誓
い
合
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
賀
詞
交
歓
会
に
先
立
っ
て
、

山
梨
県
法
人
会
連
合
会
主
催
の
新
春
講

演
会
が
開
催
さ
れ
、
当
会
か
ら
も
多
く

の
会
員
が
参
加
し
ま
し
た
。
講
師
は
、

テ
レ
ビ
な
ど
で
お
な
じ
み
の
東
京
大
学

薬
学
部
教
授
の
池
谷
裕
二
先
生
が
「
Ａ

Ｉ
が
も
た
ら
す
未
来
」
～
人
工
知
能
の

現
在
と
こ
れ
か
ら
の
社
会
～
と
題
し
て

講
演
さ
れ
ま
し
た
。

　

１
月
21
日
、
甲
府
富
士
屋
ホ
テ
ル
に

お
い
て
、
山
梨
県
法
人
会
連
合
会
と
共

催
の
新
年
賀
詞
交
歓
会
を
開
催
し
、
柵

木
山
梨
県
副
知
事
を
は
じ
め
、
税
務
当

局
、
甲
府
法
人
会
管
内
の
市
長
、
経
済

新
春
講
演
会
と

新
年
賀
詞
交
歓
会
を
開
催

年頭のあいさつをする芦澤会長

柵木副知事の祝辞

講演する池谷裕二先生 乾杯の挨拶をする
松谷甲府税務署長 田中中央市長の祝辞 影山東京国税局課税第二部長

の祝辞

　

山
梨
県
内
の
青
年
部
会
合
同
の
研
修

会
が
、
３
月
７
日
、
古
名
屋
ホ
テ
ル
に

お
い
て
開
催
さ
れ
、
当
会
青
年
部
会
か

ら
も
17
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

講
師
に
は
、
Ｊ
２
ヴ
ァ
ン
フ
ォ
ー
レ

甲
府
の
佐
久
間
Ｇ
Ｍ
を
お
招
き
し
、
ヴ

ァ
ン
フ
ォ
ー
レ
甲
府
の
取
り
組
み
～
ヴ

ァ
ン
フ
ォ
ー
レ
甲
府
は
人
々
を
繋
ぎ
、

幸
福
を
も
た
ら
す
存
在
で
あ
り
た
い
～

と
題
し
、
地
域
に
密
着
し
た
チ
ー
ム
の

理
念
と
建
設
が
検
討
さ
れ
て
い
る
新
ス

タ
ジ
ア
ム
が
山
梨
県
に
も
た
ら
す
好
影

響
な
ど
を
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

終
了
後
に
は
懇
親
会
を
開
催
し
、
交

流
を
深
め
ま
し
た
。

県
内
の
青
年
部
会

合
同
研
修
会
に
参
加
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「
税
金
教
室
」を
開
催

平
成
30
年
度
の

「
源
泉
部
会
講
習
会
」が
閉
講

甲府会場の閉講式韮崎会場の閉講式

税金教室（講師：雨宮恵美氏）

　

平
成
30
年
度
の
「
源
泉
部
会
講
習
会
」

は
１
月
22
日
と
23
日
の
最
終
講
義
を
も

っ
て
、
昨
年
６
月
に
ス
タ
ー
ト
し
た
全

６
回
の
日
程
が
終
了
し
ま
し
た
。
初
級

講
座
・
上
級
講
座
と
も
に
６
回
全
て
に

出
席
し
た
参
加
者
の
皆
様
に
修
了
証
書

と
記
念
品
を
贈
呈
し
ま
し
た
。

　

長
い
伝
統
が
あ
る
同
講
習
会
は
今
年

度
も
６
月
に
ス
タ
ー
ト
す
る
予
定
で
す
。

多
く
の
方
々
に
受
講
し
て
い
た
だ
け
ま

す
よ
う
お
申
込
み
を
お
待
ち
し
て
お
り

ま
す
。

　

法
人
会
で
は
、
児
童
に
対
し
て
税
の

社
会
に
お
け
る
役
割
を
正
し
く
理
解
し

て
も
ら
う
た
め
、
小
学
校
を
対
象
と
し

た
『
税
金
教
室
』
を
行
っ
て
い
ま
す
。

２
月
６
日
に
南
ア
ル
プ
ス
市
の
小
笠
原

小
学
校
に
お
い
て
、
６
年
生
75
名
を
対

象
に
開
催
し
、
講
師
は
女
性
部
会
員
が

担
当
し
ま
し
た
。

　

税
に
関
す
る
ク
イ
ズ
を
出
題
し
な
が

ら
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
、「
税
金
が

な
ぜ
必
要
な
の
か
、
税
金
が
無
い
場
合
、

自
分
た
ち
の
生
活
は
ど
の
よ
う
に
変
わ

っ
て
し
ま
う
の
か
」
な
ど
を
考
え
て
も

ら
い
ま
し
た
。
最
後
に
は
、
児
童
か
ら

税
金
に
関
す
る
質
問
が
出
さ
れ
る
な
ど
、

税
金
に
関
心
を
も
っ
て
も
ら
う
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

41
名
に
修
了
証
書
を
授
与

～
南
ア
ル
プ
ス
市
～ 

小
笠
原
小
学
校

金丸理事長に浄財を渡す深澤女性部会長と岸本監事

能講座

　

社
会
貢
献
の
一
環
と
し
て
女
性
部
会

で
は
、
年
間
を
通
し
て
行
事
開
催
の
際

に
募
金
活
動
を
行
い
、
部
会
員
か
ら
多

く
の
浄
財
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
寄
せ

ら
れ
た
浄
財
は
３
月
29
日
に
深
澤
女
性

部
会
長
、
岸
本
監
事
が
テ
レ
ビ
山
梨
を

訪
問
し
て
、
一
般
財
団
法
人
テ
レ
ビ
山

梨
厚
生
文
化
事
業
団
（
金
丸
康
信
理
事

長
）
に
寄
託
し
ま
し
た
。

　

２
月
22
日
、
下
部
ホ
テ
ル
に
お
い
て

県
連
女
性
部
会
連
絡
協
議
会
・
交
流
会

が
開
催
さ
れ
、
甲
府
法
人
会
か
ら
女
性

部
会
役
員
６
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

連
絡
協
議
会
で
は
、
県
連
女
性
部
会

の
事
業
計
画
や
全
国
女
性
フ
ォ
ー
ラ
ム

富
山
大
会
へ
の
参
加
に
つ
い
て
承
認
さ

れ
ま
し
た
。
ま
た
、
交
流
会
で
は
、
能

楽
師
の
佐
久
間
二
郎
氏
に
よ
る
能
講
座

が
あ
り
、
実
際
に
使
用
さ
れ
る
能
面
や

鼓
に
触
れ
な
が
ら
説
明
を
う
け
、
全
員

で
「
高
砂
」
を
詠
う
な
ど
、
楽
し
み
な

が
ら
能
楽
に
つ
い
て
学
び
ま
し
た
。

女
性
部
会
員
か
ら

　
　
　
寄
せ
ら
れ
た

浄
財
を
寄
託

県
連
女
性
部
会

　
　
連
絡
協
議
会
・

交
流
会
に
参
加

− 4−



弁
護
士    

古
屋
　
俊
仁

離
婚
に
伴
う財産

分
与
を
め
ぐ
る
問
題

古
屋
法
律
会
計
事
務
所

Ｘ
は
平
成
15
年
６
月
15
日
Ｙ
と
婚
姻
し
、
二
男
一
女
を
も
う
け
、

Ｘ
の
父
か
ら
相
続
で
取
得
し
た
土
地
建
物
に
居
住
し
て
い
た
と
こ

ろ
、
勤
務
先
の
部
下
の
女
子
社
員
と
親
密
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
Ｘ
と

Ｙ
は
離
婚
す
る
決
意
を
し
た
が
、
Ｙ
は
右
の
土
地
建
物
に
残
っ
て
子
供
を
育

て
た
い
と
の
離
婚
条
件
を
提
示
し
た
。
Ｘ
は
右
女
子
社
員
と
婚
姻
し
て
裸
一

貫
か
ら
出
直
す
こ
と
を
決
意
し
、
Ｙ
の
意
向
に
沿
う
趣
旨
で
、
右
建
物
、
そ

の
敷
地
全
部
を
財
産
分
与
し
協
議
離
婚
し
た
。
こ
の
財
産
分
与
契
約
の
際
、

Ｘ
は
財
産
分
与
を
受
け
る
Ｙ
に
課
税
さ
れ
る
こ
と
を
心
配
し
こ
れ
を
気
遣

う
発
言
を
し
た
が
、
Ｘ
に
課
税
さ
れ
る
こ
と
は
話
題
に
な
ら
な
か
っ
た
。

　

そ
の
後
、
税
理
士
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
Ｘ
に
約
２
億
円
の
譲
渡
所
得
税
が

課
税
さ
れ
る
こ
と
を
知
っ
て
驚
い
て
し
ま
っ
た
。
Ｘ
は
こ
の
財
産
分
与
契
約

は
錯
誤
（
Ｘ
に
は
こ
の
よ
う
な
譲
渡
所
得
税
が
課
税
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と

考
え
て
い
た
の
に
約
２
億
円
が
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ

と
）
で
無
効
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
Ｘ
の
主
張
は
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

❶
離
婚
に
伴
い
財
産
分
与
し

た
場
合
、
財
産
分
与
し
た
者
の

方
に
譲
渡
所
得
が
発
生
し
譲

渡
所
得
税
が
課
税
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

は
本
当
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

譲
渡
所
得
に
つ
い
て
、
最
高
裁
昭
和
50

年
５
月
27
日
は
「
譲
渡
所
得
に
よ
る
課
税

は
、
資
産
の
値
上
が
り
に
よ
り
そ
の
資
産

の
所
有
者
に
帰
属
す
る
増
加
益
を
所
得

と
し
て
、
そ
の
資
産
が
所
有
者
の
支
配
を

離
れ
て
他
に
移
転
す
る
の
を
機
会
に
、
こ

れ
を
清
算
し
て
課
税
す
る
も
の
で
あ
る
」

と
判
示
し
た
。
そ
の
判
示
自
体
は
当
然
の

こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
判

決
が
財
産
分
与
に
つ
い
て
譲
渡
所
得
が

発
生
す
る
と
さ
れ
る
代
表
的
な
判
決
で

あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
譲
渡
所
得
の

金
額
は
ど
の
よ
う
に
す
る
の
か
に
つ
い

て
所
得
税
法
33
条
３
項
は
「
総
収
入
金
額

か
ら
取
得
価
額
と
譲
渡
費
用
を
控
除
し

た
金
額
」
と
規
定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
収
入
が
な
け
れ
ば
譲
渡
所
得
の
金
額

は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
個
人
が
個
人
に
対
し
て
贈
与
し
た
場

合
に
は
収
入
が
な
い
の
で
譲
渡
所
得
の

課
税
問
題
は
生
じ
な
い
。

　

そ
う
す
る
と
、
財
産
分
与
の
場
合
収
入

金
額
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る

Q

A

が
、
常
識
的
に
は
贈
与
と
同
じ
く
収
入
金

額
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え

方
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。

❷
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
借
入
金
の
弁
済

の
た
め
に
代
物
弁
済
を
し
た
と
き
は
そ

の
収
入
金
額
は
代
物
弁
済
に
よ
っ
て
消

滅
し
た
借
入
金
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は

容
易
に
理
解
さ
れ
る
。
財
産
分
与
の
場

合
、
財
産
分
与
に
関
し
当
事
者
の
協
議
等

が
行
わ
れ
て
そ
の
内
容
が
具
体
的
に
確

定
さ
れ
て
、
こ
れ
に
従
い
不
動
産
の
譲
渡

等
の
分
与
が
完
了
す
れ
ば
、
個
の
財
産
分

与
義
務
と
い
う
債
務
が
消
滅
す
る
の
で
、

先
の
代
物
弁
済
と
同
じ
よ
う
に
考
え
ら

れ
、
そ
の
金
額
は
分
与
し
た
不
動
産
の
そ

の
と
き
の
価
額
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
が
財
産
分
与
に
つ
い
て
譲
渡
所
得
が

発
生
す
る
と
い
う
先
の
最
高
裁
の
判
決

の
考
え
方
で
あ
る
。

❸
Ｘ
は
こ
の
よ
う
な
課
税
の
実
務
を
知

ら
ず
、
自
分
に
課
税
さ
れ
る
こ
と
は
な
い

と
の
前
提
の
下
に
財
産
分
与
し
た
も
の

で
あ
る
。
裸
一
貫
で
一
か
ら
や
り
直
そ
う

と
し
て
財
産
分
与
し
た
自
分
に
約
２
億

円
も
の
譲
渡
所
得
課
税
が
な
さ
れ
る
こ

と
を
知
っ
て
い
た
な
ら
こ
の
財
産
分
与
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を
す
る
わ
け
が
な
い
こ
と
は
容
易
に
理

解
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
財

産
分
与
す
る
者
に
多
額
の
課
税
が
な
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
と
の
前
提
で
さ
れ
た

と
い
う
た
め
に
は
、
財
産
分
与
す
る
際
に

こ
れ
が
相
手
方
に
表
示
さ
れ
て
い
な
け

れ
ば
、
錯
誤
の
主
張
は
で
き
な
い
と
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
表
示
は
黙
示
の
表
示
で

も
よ
い
と
さ
れ
る
。
Ｘ
は
自
分
で
は
な
く

Ｙ
に
課
税
さ
れ
る
こ
と
を
気
遣
っ
た
と

い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
右
の
黙
示
の
表
示

が
な
さ
れ
た
と
い
え
な
く
も
な
い
。

❹
そ
こ
で
、
Ｘ
は
本
件
財
産
分
与
契
約
の

際
、
こ
れ
に
よ
り
自
己
に
譲
渡
所
得
税
が

課
さ
れ
な
い
こ
と
を
合
意
の
前
提
と
し

て
表
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
約
２
億
円
も

の
課
税
が
さ
れ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た

な
ら
ば
こ
の
財
産
分
与
は
し
な
か
っ
た

か
ら
、
こ
の
契
約
は
要
素
（
契
約
の
大
事

な
内
容
）
の
錯
誤
に
よ
り
無
効
で
あ
る
と

主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
第
１
審
、
第

２
審
は
「
離
婚
に
伴
う
財
産
分
与
と
し
て

夫
婦
の
一
方
が
他
方
に
対
し
て
す
る
不

動
産
の
譲
渡
が
譲
渡
所
得
税
の
対
象
と

な
る
こ
と
は
判
例
上
確
定
し
た
解
釈
で

あ
る
と
こ
ろ
、
分
与
者
が
、
分
与
に
伴
い

自
己
に
課
税
さ
れ
る
こ
と
を
知
ら
な

か
っ
た
た
め
、
財
産
分
与
契
約
に
お
い
て

課
税
に
つ
き
特
段
の
配
慮
を
せ
ず
、
そ
の

負
担
に
つ
い
て
の
条
項
を
設
け
な
か
っ

た
か
ら
と
い
っ
て
、
か
か
る
法
律
上
の
負

担
を
予
期
し
得
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由

に
要
素
の
錯
誤
を
肯
定
し
こ
の
財
産
分

与
契
約
を
無
効
で
あ
る
と
す
る
の
は
相

当
で
は
な
い
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
高
額
の

租
税
債
務
の
負
担
が
あ
る
こ
と
を
知
っ

て
い
た
な
ら
ば
、
こ
の
財
産
分
与
契
約
と

異
な
る
内
容
の
財
産
分
与
契
約
を
し
た

こ
と
も
あ
り
得
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
分

与
者
に
対
す
る
課
税
の
有
無
は
当
事
者

間
に
お
い
て
全
く
話
題
に
も
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
右
課
税
の
な
い
こ

と
が
契
約
成
立
の
前
提
と
さ
れ
、
こ
の
動

機
が
表
示
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
」
と

し
て
Ｘ
の
主
張
を
排
斥
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
事
件
に
お
い
て

最
高
裁
は
、「
本
件
財
産
分
与
契
約
の
際
、

少
な
く
と
も
Ｘ
に
お
い
て
、
Ｘ
へ
の
課
税

の
点
を
誤
解
し
て
い
た
も
の
と
い
う
ほ

か
は
な
い
が
、
Ｘ
は
そ
の
際
、
財
産
分
与

を
受
け
る
Ｙ
に
課
税
さ
れ
る
こ
と
を
気

遣
う
発
言
を
し
た
と
い
う
の
で
あ
り
、
Ｙ

も
、
自
己
に
課
税
さ
れ
る
も
の
と
理
解
し

て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
そ
う
す
れ

ば
、
Ｘ
に
お
い
て
、
右
財
産
分
与
に
伴
う

課
税
の
点
を
重
視
し
て
い
た
の
み
な
ら

ず
、
他
に
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
自

己
に
課
税
さ
れ
な
い
こ
と
を
当
然
の
前

提
と
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
黙
示
的
に
表

示
し
て
い
た
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な

い
」
と
し
て
Ｘ
の
主
張
を
認
め
た
。

❺
も
し
１
審
・
２
審
の
判
決
の
と
お
り
だ

と
し
た
ら
Ｘ
は
破
産
し
て
再
び
や
り
直

そ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
租
税
債
権

は
破
産
し
て
も
免
責
に
な
ら
な
い
か
ら

Ｘ
は
生
涯
そ
の
債
務
を
負
っ
て
い
く
こ

と
に
な
る
。
一
方
Ｙ
が
財
産
分
与
を
受
け

た
こ
の
不
動
産
を
10
億
円
（
譲
渡
所
得
税

の
は
20
％
の
税
率
で
課
税
さ
れ
る
）
で
譲

渡
し
た
場
合
、
Ｙ
は
財
産
分
与
の
際
の
不

動
産
の
時
価
10
億
円
で
こ
の
不
動
産
を

取
得
し
た
こ
と
に
な
る
か
ら
Ｙ
の
譲
渡

所
得
は
ゼ
ロ
円
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
な
ど

を
考
え
る
と
大
変
な
こ
と
で
あ
る
。

❻
離
婚
に
伴
う
財
産
分
与
と
し
て
不
動

産
を
譲
渡
す
る
例
は
多
数
あ
る
が
、
そ
の

際
の
税
法
上
、
ま
た
法
律
上
の
問
題
に
つ

い
て
、
重
要
な
事
例
で
あ
る
の
で
紹
介
す

る
と
共
に
、
最
高
裁
の
判
断
が
い
か
に
穏

当
な
も
の
で
あ
る
か
味
わ
っ
て
い
た
だ

き
た
い
と
考
え
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
。
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税
理
士    

田
中
　
健
介

消
費
税「
軽
減
税
率
制
度
」に
つ
い
て

東
京
地
方
税
理
士
会
　
甲
府
支
部

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
最
初
に
覚
え
て
お
い
て
頂
き
た

い
の
は
、
現
行
の
８
％
と
改
正
後
の
軽
減

税
率
８
％
と
は
明
確
に
区
分
す
る
必
要

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

前
回
の
５
％
か
ら
８
％
へ
の
引
き
上

げ
時
と
同
様
、
10
月
の
標
準
税
率
引
き
上

げ
後
も
経
過
措
置
に
よ
り
現
行
の
８
％

が
し
ば
ら
く
の
間
適
用
さ
れ
る
ケ
ー
ス

が
あ
り
ま
す
。

　

つ
ま
り
２
つ
の
８
％
が
混
在
す
る
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
す
が
、
こ
の
２
つ

の
８
％
は
以
下
の
よ
う
な
違
い
が
あ
り

ま
す
。

　

一
般
に
現
行
の
消
費
税
率
は
８
％
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
実
は
こ
れ
は
便
宜

的
な
言
い
方
で
あ
り
、
正
し
く
は
消
費
税

率
６
・
３
％
と
地
方
消
費
税
率
１
・
７
％

と
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

　

こ
れ
に
対
し
て
改
正
後
の
軽
減
税
率

８
％
の
内
訳
は
消
費
税
率
６
・
２
４
％
と

地
方
消
費
税
率
１
・７
６
％
で
す
。

　

よ
っ
て
、
税
額
を
正
し
く
計
算
す
る
た

め
に
は
、
会
計
ソ
フ
ト
等
に
仕
訳
入
力
を

さ
れ
る
際
に
、
改
正
後
標
準
税
率
10
％
、

改
正
後
軽
減
税
率
８
％
、
改
正
前
８
％
、

を
明
確
に
区
分
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す

の
で
ご
留
意
下
さ
い
。

　

次
に
軽
減
税
率
８
％
の
適
用
範
囲
で

す
。
一
般
に
飲
食
料
品
（
お
酒
及
び
外
食

を
除
く
）
と
新
聞
が
適
用
対
象
と
さ
れ
て

い
ま
す
。（
図
１
参
照
）

　

し
か
し
、
情
報
番
組
な
ど
で
も
度
々
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
軽
減
税
率
が

適
用
さ
れ
る
の
か
否
か
（
８
％
な
の
か

10
％
な
の
か
）、
判
断
が
難
し
い
ケ
ー
ス

が
多
々
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
元
年
10
月
に
消
費
税
率

の
引
き
上
げ
が
予
定
さ
れ
て

い
ま
す
。
過
去
２
回
見
送
ら
れ

て
き
ま
し
た
が
、
い
よ
い
よ
半
年
を
切

り
、
今
回
は
実
施
の
運
び
と
な
り
そ
う
で

す
。

　

た
だ
し
、
今
回
の
改
正
で
は
「
軽
減
税

率
制
度
」
な
る
も
の
が
導
入
さ
れ
、
標
準

税
率
は
８
％
か
ら
10
％
に
引
き
上
げ
ら

れ
ま
す
が
、
一
部
の
物
品
の
譲
渡
・
購
入

に
つ
い
て
は
軽
減
税
率
の
８
％
が
適
用

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
今
回
は
こ
の
「
軽
減
税
率
制

度
」
の
留
意
点
に
つ
い
て
簡
単
に
ご
説
明

　

ま
た
、
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
屋
で
ハ
ン
バ
ー

ガ
ー
を
買
う
と
き
、
店
内
飲
食
か
テ
イ
ク

ア
ウ
ト
か
で
適
用
さ
れ
る
税
率
が
変
わ

る
と
い
う
の
は
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る

話
で
す
が
、
そ
の
際
は
購
入
者
が
レ
ジ
の

店
員
さ
ん
に
ど
ち
ら
に
す
る
か
申
告
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
時
に
テ

イ
ク
ア
ウ
ト
と
申
告
し
て
軽
減
税
率
で

購
入
し
な
が
ら
、
店
内
で
飲
食
し
て
し
ま

う
ケ
ー
ス
が
憂
慮
さ
れ
て
い
ま
す
。
店
側

に
は
監
督
義
務
・
注
意
義
務
は
な
い
こ
と

に
な
っ
て
お
り
、
あ
く
ま
で
も
購
入
者
の

良
識
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
の
で

す
が
、モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
（
倫
理
の
欠
如
）

に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
、
と
国
会
で

も
議
論
さ
れ
て
い
る
問
題
で
す
。

　

さ
て
、
で
は
こ
こ
で
軽
減
税
率
に
関
す

る
ク
イ
ズ
を
出
し
て
み
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

次
の
物
品
の
販
売
・
購
入
の
ケ
ー
ス
で

は
適
用
さ
れ
る
消
費
税
率
は
８
％
（
軽
減

税
率
）
で
し
ょ
う
か
？
そ
れ
と
も
10
％

（
標
準
税
率
）
で
し
ょ
う
か
？

　
　

①　

ノ
ン
ア
ル
コ
ー
ル
ビ
ー
ル

　
　

②　

�

ホ
テ
ル
の
部
屋
に
あ
る
冷
蔵

庫
の
中
の
ジ
ュ
ー
ス

　
　

③　

電
子
版
新
聞
（
毎
日
発
行
）

Q
今
年
の
秋
か
ら
導
入
さ
れ
る
消
費
税
の
「
軽
減
税
率

制
度
」
に
つ
い
て
留
意
点
を
教
え
て
下
さ
い
。

A
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飲食料品（食品表示法に規定する食品）

＝

人の飲用又は食用に供されるもの

　

正
解
は

　
　

①　

８
％

　
　

②　

８
％

　
　

③　

10
％

　

ま
ず
①
で
す
。
ノ
ン
ア
ル
コ
ー
ル
ビ
ー

ル
っ
て
ビ
ー
ル
の
仲
間
み
た
い
な
も
の

だ
か
ら
、
や
っ
ぱ
り
軽
減
税
率
の
適
用
外

で
10
％
？
、
と
思
わ
れ
た
方
も
い
る
か
と

思
い
ま
す
。
が
、
ノ
ン
ア
ル
コ
ー
ル
ビ
ー

ル
や
甘
酒
な
ど
は
、
酒
税
法
に
規
定
す
る

酒
類
に
該
当
し
な
い
飲
料
と
な
り
、
軽
減

税
率
の
適
用
対
象
で
あ
る
「
飲
食
料
品
」

に
該
当
し
、
そ
の
販
売
・
購
入
は
軽
減
税

率
の
適
用
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

次
に
②
で
す
。
ホ
テ
ル
や
旅
館
の
宿
泊

代
は
標
準
税
率
の
10
％
と
な
り
ま
す
。
部

屋
の
冷
蔵
庫
の
中
の
ジ
ュ
ー
ス
も
サ
ー

ビ
ス
の
一
環
だ
か
ら
、
や
っ
ぱ
り
宿
泊
代

と
同
じ
く
10
％
？
、
と
考
え
ら
れ
た
方
も

い
る
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
れ
は
単
に
飲
食
料
品
を
販
売
す
る
も

の
、
と
い
う
扱
い
で
軽
減
税
率
の
適
用
対

象
と
な
り
ま
す
。
尚
、
言
わ
ず
も
が
な
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
冷
蔵
庫
の
中
の
ビ
ー

ル
は
10
％
と
な
り
ま
す
。

　

最
後
に
③
で
す
。
媒
体
が
紙
で
あ
ろ
う

と
電
子
で
あ
ろ
う
と
記
事
の
内
容
は
一

緒
な
の
だ
か
ら
８
％
だ
ろ
う
、
と
思
わ
れ

た
方
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
？
し
か
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ

て
配
信
す
る
電
子
版
の
新
聞
は
、
電
気
通

信
回
線
を
介
し
て
行
わ
れ
る
役
務
の
提

供
で
あ
る
「
電
気
通
信
利
用
役
務
の
提

供
」
に
該
当
し
、「
新
聞
の
譲
渡
・
購
入
」

に
は
該
当
し
な
い
こ
と
か
ら
、
軽
減
税
率

の
適
用
対
象
と
は
な
ら
な
い
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

以
上
、
３
例
を
取
り
上
げ
て
み
ま
し
た

が
、
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
「
消

費
税
の
軽
減
税
率
制
度
に
関
す
る
Ｑ
＆

Ａ
（
個
別
事
例
編
）」（
平
成
30
年
11
月
改

訂
）
が
公
開
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
上

記
の
よ
う
な
判
断
が
難
し
い
事
例
が

１
０
２
例
紹
介
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
今
年

の
秋
ま
で
に
一
度
は
目
を
通
し
て
お
か

れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

図１《軽減税率の対象となる飲食料品の範囲》

軽減税率対象

標準税率対象

（国税庁ホームページより）

酒類

テイクアウト・
宅配等 外食

ケータ
　リング等

有料老人ホーム
等で行う飲食料
品の提供

一体資産
（※）

医薬品・
医薬部外品等

※一定の一体資産は飲食料品に含まれます。
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5
31まで

金

山梨県からの お 知 ら せ
５月は自動車税の納期です

　自動車税は、毎年４月１日午前０時時点で運輸支局に登録されている自動車の所有者（割賦販売の
場合は使用者）に対して課税される県税です。県が送付する納税通知書により、５月３１日（金）ま
でに納めてください。
　納期内納付へのご協力をよろしくお願いします。

2019年 5月31日（金）● 納期限

 ・ 金融機関（銀行、信用金庫、信用組合、郵便局など）
 ・ コンビニエンスストア（セブン－イレブン、ローソン、ファミリーマート、デイリーヤマザキなど）
 ・ ＭＭＫ設置店（イオン、オギノ、ウエルシア、ノジマ、ＮＥＷＤＡＹＳなど）
 ・ 山梨県総合県税事務所、山梨県自動車税センター
※納付可能なコンビニエンスストアは、納税通知書裏面をご確認ください。

● 納付できるところ

　平成３０年度に新車登録した燃費性能に優れ、かつ、排出ガスがわずかな環境負荷の小さい自動
車は、自動車税が１年間軽減されます。また、新車新規登録から一定年数を経過した自動車は、税
率を重くする特例措置が行われています。

● 自動車税のグリーン化特例について

山梨県自動車税センター … TEL：055－262－4662

● お問い合わせ先

● ２０１９年度に軽減の対象となる自動車は次のとおりです。
　 ［ 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日に新車新規登録を行った場合に限り、翌年度分について特例
措置が適用］

対象・要件 特例措置の内容

乗

用

車

電気自動車
燃料電池自動車
プラグインハイブリッド自動車
天然ガス自動車（平成２１年排ガス規制ＮＯｘ１０％以上低減又は平成３０年排ガス規制適合）
クリーンディーゼル乗用車（平成２１年排ガス規制適合又は平成３０年排ガス規制適合）

概ね７５％
軽減

ガソリン車・ＬＰＧ車
（ハイブリッド車を含む）

排ガス性能 燃費性能

平成１７年排ガス規制７５％低減

又は

平成３０年排ガス規制５０％低減

平成３２年度燃費基準
＋３０％達成

概ね７５％
軽減

平成３２年度燃費基準
＋１０％達成

概ね５０％
軽減

● ２０１９年度に上乗せの対象となる自動車は次のとおりです。
対象・要件 上乗せ率

平成１８年３月３１日以前に新車新規登録したガソリン車・ＬＰＧ車
概ね１５％

平成２０年３月３１日以前に新車新規登録したディーゼル車

上記のうち、バス（一般乗合用を除く）及びトラック（被けん引車を除く） 概ね１０％
※電気・天然ガス・メタノール・ガソリンハイブリッド自動車、一般乗合用バス、被けん引車は対象外
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山梨県からの お 知 ら せ
大法人について電子申告が義務化されます！

２０１９年１０月１日から消費税の軽減税率制度が実施されます

　平成３０年度税制改正により、大法人が行う２０２０年４月１日以後に開始する事業年度の法人県
民税・法人事業税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法（ｅＬＴＡＸ）による提出が義務化され
ました。概要は、次のとおりです。

　軽減対象品目の取扱いがない事業者の方や、免税事業者の方も、制度に対応する
ための準備が必要となる場合があります。

● 消費税の転嫁等に関する相談等（消費税価格転嫁等総合相談センター）
　 http://www.tenkasoudan.go.jp

● 消費税の軽減税率制度について（国税庁）
　 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm
● 中小の小売事業者等に対するレジの導入・電子的な受発注システムの改修等の補助金
    （軽減税率対策補助金事務局）
　 http://kzt-hojo.jp

１　対象税目
　　法人県民税及び法人事業税

３　適用開始事業年度
　　２０２０年４月１日以後に開始する事業年度

２　対象法人
　　（1）  事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
　　（2）  相互会社、投資法人及び特定目的会社
　　※外国法人については電子申告義務化の対象外

４　対象申告書等
　　 　確定申告書、中間（予定）申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及び法令において申告書

に添付すべきものとされている書類

５　その他
　　 　対象となる大法人の申告書が書面により提出された場合は、その申告書は無効として取り扱い

ます。
　　 　ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により eLTAXを使用することが困難である

と認められる場合は、国税における措置等を参考に検討します。

※上記の概要は、平成３０年度税制改正大綱に記載されている内容をもとにしています。
※ｅＬＴＡＸ（エルタックス）の利用開始など詳細については、エルタックスホームページをご覧下さい。
　エルタックスホームページ　　http://www.eltax.jp
　◇問い合わせ先　ｅＬＴＡＸサポートデスク … TEL０５７０－０８１４５９（全国一律市内通話料金）
　　　　　　　　　［ＩＰ電話やＰＨＳなどをご利用の場合 … TEL０３－５５００－７０１０（通常通話料金）］

● 軽減税率制度に関するご相談（消費税軽減税率電話相談センター）
専用ダイヤル ０５７０－０３０－４５６

【受付時間】９：００～１７：００（土日祝除く）
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平成31（2019）年度  税務職員募集

平成31（2019）年度  国税庁経験者（国税調査官級）募集

　税務職員は、国税局や税務署において、税務のスペシャリストとして法律・経済・会計等の

専門知識を駆使して適正な課税を維持し、また、租税収入を確保するための事務を行います。

　人事院では、30歳以上の社会人経験者を対象とした「国税庁経験者採用試験（国税調査官級）」

を実施しています。

　試験の概要については下記のとおりです。

　なお、採用後は、税務大学校において約 3 ヶ月の研修を受けた後、各国税局（国税事務所）

管内の税務署に配属され、国税調査官又は国税徴収官に任用されます。

　興味のある方は、東京国税局総務部人事第二課試験係までお気軽にお問合せください。

記

【参考：平成 30 年度の実施状況】

◇最終合格者数（全国）：249 名

◇受験資格：�平成 30 年 4 月 1 日において、大学等（短期大学を除く。）を卒業した日又は大

学院の課程等を修了した日のうち最も古い日から起算して 8 年を経過した者

◇試験日程・試験申込受付期間　８月中旬

　　　　　・試験実施期間　９月から１２月まで

　　　　　・最終合格発表　１２月下旬

受験資格 ❶　�平成 31 年 4 月 1 日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌

日から起算して 3 年を経過していない者及び平成 32 年 3 月までに高等学

校又は中等教育学校を卒業する見込みの者

❷　人事院が上記１に掲げる者に準ずると認める者

試験概要 　平成 31（2019）年度の試験概要については、平成 31 年 7 月頃に官報公告

及び国税庁ホームページへ掲載となる予定です。

問合せ先 東京国税局総務部人事第二課試験係（03-3542-2111 内線 2163）

※　平成 31 年 5 月 1 日以降の元号については、便宜上、「平成」と表記しています。

申込手続 ❶　申込方法（インターネット申込み）

　　人事院ホームページ上の申込専用アドレスをご利用ください。

　　〔http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html〕

❷　受付期間

　　平成 31 年 6 月 17 日（月）9 時～平成 31 年 6 月 26 日（水）〔受信有効〕

❸　受験案内交付期間

　　平成 31 年 5 月 7 日（火）～平成 31 年 6 月 26 日（水）

　　9 時～ 17 時（土曜日及び日曜日を除く。）

❹　受験案内交付場所

　　東京国税局又は最寄の税務署若しくは人事院各地方事務局（所）

　　（注）人事院のホームページからもダウンロードすることができます。

　　〔http://www.jinji .go.jp/saiyo/saiyo.html〕

試 験 日 第１次試験　平成 31 年 9 月 1 日（日）

第２次試験　平成 31 年 10 月 9 日（水）～平成 31 年 10 月 18 日（金）のうち

指定された日時

（注）�詳細については、お気軽に東京国税局人事第二課試験係（03-3542-2111 内線 2163）まで

お尋ねください。
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消費税及び地方消費税の 納 に内限期は税
消費税及び地方消費税の税率が、平成３１年（２０１９年）１０月１日より１０％（現行８％）となります（注）

　消費税及び地方消費税の中間申告・納付額は直前の課税期間の確定消費税額を基礎として計算され
ます。
　税率の引上げにより消費税額（年税額）は 10% で計算されますが、税率引上げ直後の課税期間にお
ける中間申告額は 8% で計算されるため、確定申告においては、10% の税率により計算された消費税額 

（年税額）と、8% の税率により計算された中間申告額との差額を納付する必要があります。
　このため、税率引上げ直前の課税期間と同様の決算内容であった場合でも、確定申告時の納付額が増 
加しますので、中間申告が必要な方は特にご注意ください。

【具体例】9 月決算法人の申告・納付のイメージ（軽減税率は考慮していません。）

（注）税率が１０％に引き上げられると同時に、軽減税率制度が実施されます。

期限内納付のために

課税事業者の方は、計画的な納税資金のご準備をお願いします！

○ 平成３１年（2019 年）9 月期（税率引上げ前） 

○ 平成３２年（2020 年）9 月期（税率引上げ後） 
　（直前の課税期間と同様の決算内容であったと仮定した場合）

税率 8%

税率 10%

地　方
消費税

地　方
消費税

消費税

消費税

合　計

合　計

85万円

89万円

85万円

89万円

85万円

89万円

85万円

400万円

404万円

400万円

404万円

400万円

404万円

400万円

788万円

●年税額　　　　　　　　1,600万円
●中間申告による納付額　1,200万円
　⇒ 400万円×3回＝1,200万円
●確定申告による納付額　400万円
　⇒ 1,600万円－1,200万円＝400万円

●年税額　　　　　　　　2,000万円
●中間申告による納付額　1,212万円
　⇒ 404万円×3回＝1,212万円
　※ 地方消費税は引上げ後の税率
　（1.7%→2.2%）が適用されます。
●確定申告による納付額　788万円
　⇒ 2,000万円－1,212万円＝788万円

315
万円

315
万円

315
万円

315
万円

315
万円

315
万円

315
万円

615
万円

173
万円

中間1回目

中間1回目

中間2回目

中間2回目

中間3回目

中間3回目

確定申告

確定申告

確定申告時の納付額が増加します。 
計画的な納税資金のご準備を！

便利な納付方法は次のページへ
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　インターネットにアクセスできるパソコンをお持ちの方は、金融機関・税務署の窓口での納付に代えて、
国税電子申告・納税システム (e-Tax) を利用した電子納税ができます。
　特に、ダイレクト納付は、①インターネットバンキングの契約が不要、②電子証明書やＩＣカードリーダ
ライタが不要、③即時又は納付日を指定して納付が可能、といった簡単・便利な電子納税方式となって
おりますので、ぜひご利用ください。
　詳しくは、e-Tax ホームページ (www.e-tax.nta.go.jp) をご覧ください。

　ダイレクト納付を利用している方であれば、確定申告により納付することが見込まれる金額について、
その課税期間中に、あらかじめ納付日や納付金額等を e-Tax に登録しておくことで、登録した納付日に
預貯金口座から振替により納付（予約）することができます。
　納付日や納付金額を複数登録することができますので、定期的に均等額を納付することや、収入に応
じて任意のタイミングで納付することができます。
　利用方法など詳細については、国税庁ホームページにある「国税の納付手続」をご覧ください。

　直前の課税期間の確定消費税額（地方消費税額を含まない年税額）が 48 万円以下の事業者
（中間申告義務のない事業者）が、任意の中間申告書を提出する旨の届出書を納税地の所轄税
務署長に提出した場合には、当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する 6 月中
間申告対象期間（注）から、自主的に中間申告・納付することができます。
　（注）  「6 月中間申告対象期間」とは、その課税期間開始の日以後 6 月の期間で、年 1 回の中間申告の対象となる期間を

いいます。 

簡単・便利なダイレクト納付をご利用ください！

　個人事業者の消費税及び地方消費税や申告所得税及び復興特別所得税は、電子納税や金融機関・
税務署の窓口での納付以外に、金融機関の預貯金口座から引き落としの方法により納付ができる振替納
税がご利用になれます。
　振替納税を利用される方は、税務署に備付けの「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」（国
税庁ホームページからダウンロードすることもできます。）に必要事項を記入・押印の上、税務署又は金
融機関に提出してください。

個人事業者の方は、安全・便利な振替納税もご利用いただけます！

　軽減税率制度に関するご相談は、「消費税軽減税率電話相談センター（軽減コールセンター）」
で受け付けております。
　【専用ダイヤル】 ０５７０－０３０－４５６　【受付時間】 ９：００ ～ １７：００（土日祝除く）
　軽減税率制度についての詳しい情報は、国税庁ホームページ内の特設サイト「消費税の軽減
税率制度について」をご覧ください。

軽
減
税
率
制
度

に
関
す
る
相
談

任
意
の
中
間
申
告
制
度

○ ダイレクト納付を利用した予納 （平成 31 年（2019 年）1 月 4 日開始）

国税庁ホームページ　www.nta.go.jp

《届出なし》
直前の課税期間の

確定消費税額 中間申告回数

48 万円以下 中間申告
義務なし

《届出あり》
直前の課税期間の

確定消費税額 中間申告回数

48 万円以下 任意の中間申告
（年1回）が可能

国税庁 検 索

予納１０ 予納１０ 予納１０ 予納１０ 予納１０

【例】定期的に均等額を納付する場合

４月Ｘ日 ５月Ｘ日 ６月Ｘ日 ７月Ｘ日 ８月Ｘ日 納期限

１０
１０

１０
・
・
・

１０
１０

申告時の納付額
１０申

告
納
税
額
100

予
納
90
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新入会員紹介　ご入会ありがとうございます。
正会員　法人名 所 在 地 支 部 名

株式会社  トップジュエリー 甲府市国母 中央市場支部
株式会社  名水地所 北杜市大泉町 大泉支部
Ｒ－ＣＡＳＴ  株式会社 中央市東花輪 田富支部
株式会社  ベジ・ワン北杜 北杜市明野町 明野支部
株式会社  ハルク 韮崎市藤井町 韮崎支部
アイワールド  株式会社 韮崎市中央町 韮崎支部
内藤商事  株式会社 韮崎市円野町 韮崎支部
芦安精機  株式会社 南アルプス市有野 白根支部
有限会社  ピアジュエリー 甲府市住吉 伊勢支部
有限会社  大輝 中巨摩郡昭和町 昭和支部
株式会社  ツインズ 中巨摩郡昭和町 昭和支部
マオン  株式会社 甲斐市西八幡 竜王支部
株式会社  シンク 甲斐市玉川 竜王支部
株式会社  ジュエリーアイデス 甲府市古上条町 大里・大国支部
株式会社  フラワー貴金属 甲府市国玉町 東・玉諸支部
株式会社  オオタ企画 甲府市徳行 貢川支部
株式会社  ベルキャスト 甲府市幸町 湯田支部
有限会社  山中商事 甲府市相生 相生支部
株式会社  アクティス 甲府市徳行 貢川支部
株式会社  Ｋ４ 甲府市堀之内町 大里・大国支部
ＦＩＲＳＴｃｕｔｔｅｒ  合同会社 韮崎市穴山町 韮崎支部
ラマジェムス  有限会社 甲府市幸町 湯田支部
株式会社  加藤商会 甲府市住吉 伊勢支部
有限会社  富士金属工芸社 甲府市朝気 東・玉諸支部
有限会社  ジュエル・ハヤカワ 甲府市塩部 新紺屋・朝日支部
株式会社  丹建工業 甲府市湯田 湯田支部
Ｏ．Ｇ．Ｙ．Ｐ  株式会社 韮崎市上ノ山 韮崎支部
株式会社  ＬＩＧ 甲府市後屋町 大里・大国支部
株式会社  クリエイション 甲府市千塚 千塚・羽黒・千代田支部

賛助会員　事業所名 所 在 地 支 部 名
石田興業 甲府市美咲 相川・北新支部
原　文香 甲府市平瀬町 千塚・羽黒・千代田支部
鈴木屋甲府店 甲府市相生 甲府南支部

（順不同・敬称略） 平成31年1月〜4月

研
修
会
予
定

●
新
設
法
人
説
明
会

　
　

５
月
10
日　
　

甲
府
法
人
会
館

　
　

６
月
26
日　
　

甲
府
法
人
会
館

●
決
算
法
人
説
明
会

　
　

５
月
27
日　
　

山
梨
県
流
通
会
館

　
　

６
月
18
日　
　

山
梨
県
流
通
会
館

●
消
費
税
軽
減
税
率
制
度
説
明
会

　
　

６
月
６
日　
　

ア
ピ
オ
甲
府
タ
ワ
ー
館

　
　

※
こ
の
他
、
随
時
開
催
し
ま
す
。

●
源
泉
部
会
講
習
会

（
第
１
回
）
６
月
19
日　

東
京
エ
レ
ク
ト
ロ
ン

韮
崎
文
化
ホ
ー
ル

  　
　
　
　

６
月
21
日　

ア
ピ
オ
甲
府

【
内
容
】
初
級
講
座
「
源
泉
所
得
税
の
概
要
」

　
　
　
　
　
　
　
　
「
所
得
税
関
係
の
改
正
に
つ
い
て
」

  　
　
　

上
級
講
座
「
所
得
税
関
係
の
改
正
に
つ
い
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
「
誤
り
や
す
い
事
例
」

（
第
２
回
）
８
月
21
日　

東
京
エ
レ
ク
ト
ロ
ン

韮
崎
文
化
ホ
ー
ル

  　
　
　
　

８
月
22
日　

ア
ピ
オ
甲
府

【
内
容
】
初
級
講
座
「
給
与
・
賞
与
の

源
泉
所
得
税
額
の
計
算
」

  　
　
　

上
級
講
座
「
特
殊
な
給
与
・

現
物
給
与
の
取
り
扱
い
」

　
　
　
　
　
　
　
　
「
報
酬
・
料
金
等
の

源
泉
徴
収
事
務
」

山
梨
県
法
人
会
連
合
会
主
催
の
セ
ミ
ナ
ー

●
女
子
力
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー

（
第
１
回
）
７
月
９
日　

甲
府
法
人
会
館

　
（
主
な
対
象
：
新
人
・
若
手
社
員
）

　
【
内
容
】
接
遇
向
上
研
修

（
第
２
回
）
９
月
11
日　

甲
府
法
人
会
館

　
（
主
な
対
象
：
中
堅
社
員
）

　
【
内
容
】
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
・
チ
ー
ム
力
向
上
研
修

（
第
３
回
）
10
月
９
日　

甲
府
法
人
会
館

　
（
主
な
対
象
：
管
理
職
社
員
）

　
【
内
容
】
女
性
経
営
者
に
よ
る
講
演

　
　
　
　

  

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
・
コ
ー
チ
ン
グ
ス
キ
ル
向
上
研
修

法人会は幅広く活動しています。
●会員企業に役立つ「税に関する提言」
を国や地方自治体へ実施。

●ビジネスにも役立つ出会いのチャン
スをご提供。

●経営や健康に役立つ各種セミナーや、
署名な講師による講演会を開催。

●税務署や税理士と協力しながら、税
に関する研修会・講習会を実施。

●地域に密着した活動で、社会に貢献。

●企業の人材教育や経営支援
に活用できる、各種研修会
を開催。
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公益社団法人 甲府法人会
電話番号　055－237－7774

URL　http://www.kofu-hojinkai.jp


